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冒ほ日  
生物テロを含めた人為的感染に対処できる総合的な感染症対策の概要  

1 定義等  

（1）感染症の病原体及び感染症の原因となる毒素を、別紙のとおり回から画   

に分類。  

（2）感染症の分類の追加・見直しについて   

①一類感染症に追加；南米出血熱   

②一類感染症→二類感染症；重症急性呼吸器症候群   

③二類感染症に追加：結核   

④二類感染症→三類感染症；コレラ、細菌性赤痢、腸チフス及びパラチフ  

ス   

⑤四類感染症に追加；鼻症、類鼻痕等   

2国の責務の追担   

国は、病原微生物等の適正な取扱いを推進するための体制の整備等を講ず   

るよう努めなければならない。   

3 病原微生物等管理者の責務   

病原微生物等を管理する者（以下「病原微生物等管理者」という。）は、  

その病原微生物等を自らの責任において適正に取り扱わなければならない。  

4 製造、輸入等の禁止  
（1）病原微生物等㊥の製造、輸入、所持、譲渡し、又は譲受けを禁止する。  

（例外：P4施設で、公益上必要な試験研究を行う場合く政令で限定列挙））  

（2）病原微生物等㊥の製造、輸入、所持、譲渡し、又は譲受けを禁止する。  
（例外：試験研究等の目的で厚生労働大臣の許可を受けた場合）  

5 製造、輸入等の届出  

（1）病原微生物等管理者は、病原微生物等を製造し、輸入し、所持し、譲り  

渡し、又は譲り受けた場合に、厚生労働大臣へ届け出なければならない。  

（2）あらかじめ厚生労働大臣の指定を受けた施設については、例外規定を設   

ける。  

6 使用等の状況の報告  A B C   

病原微生物等管理者は、病原微生物等の取扱いの状況に関して、定期的に、  

厚生労働大臣へ報告しなければならない。  

7 病原微生物等取扱主任者の設置  
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病原微生物等管理者は、病原微生物等取扱主任者を選任しなければならな  

い。  

8 病原微生物等の取扱基準の遵守  A B C D   

病原微生物等管理者は、病原微生物等ごとに定める取扱いの基準を遵守し  

なければならない。  

9 輸送規制  ABC   

病原微生物等管理者は、病原微生物等を運搬する場合に、都道府県公安委  

員会（警察署）へ届け出なければならない。  

10 被害発生時の措置等   

病原微生物等の発散による被害発生時の際に、警察官等は、警察法等関係  

法令に基づき、直ちに、被害現場への立入禁止、当該場所にいる者の退去、  

物品の回収等必要な措置をとらなければならない。  
■  

11事故届  IA B C D 

病原微生物等管理者は、病原微生物等について盗取、所在不明その他の事  

故が生じた場合は、警察官へ届け出なければならない。  

12 所管大臣への要請  AB C D  

（1）厚生労働大臣は、関係大臣に対し、事業者による病原微生物等の適正な  

取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができ   

る。  

（2）厚生労働大臣は、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができ   

る。  

13 報告徴収・立入検査  IA B C D 

（1）厚生労働大臣は、病原微生物等管理者に対し、報告徴収、立入検査、物   

件の無償収去を行うことができる。  

（2）都道府県公安委員会は、運搬に関して、病原微生物等管理者に対し、報   

告徴収、立入検査を行うことができる。  

14 改善命令  A B C D   

厚生労働大臣は、病原微生物等管理者に対し、病原微生物等の取扱基準に  

違反した場合に改善命令を行うことができる。  

15 症候群発生動向調査  IA B C D 

（1）医師は、厚生労働大臣が期間、地域及び感染症の症状を定めた場合にお  
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いて、その症状を診断したときは、厚生労働大臣へ届け出なければならな   

い。（罰則無し）  

（2）獣医師は、（1）の場合において、動物についてその症状を診断したとき   

は、厚生労働大臣へ届け出なければならない。（罰則無し）  

16 緊急時の厚生労働大臣による直接執行  AB CD   

厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事の権限   

を自ら直接行うことができる。   

1了 罰貝Ij  

（1）病原微生物等を発散した場合の罰則匡司  

（2）製造、輸入等の禁止に違反した者についての罰則区画  
（3）製造、輸入等の届出をしなかった者についての罰則回  
（4）使用等の状況の報告をしなかった者についての罰則  A BC  

（5）病原微生物等取扱主任者を置かなかった者についての罰則直選  

（6）運搬の届出等をしなかった者についての罰則  A BC  

（了）事故届出をしなかった者についての罰則  ABCD  

（8）報告徴収・立入検査等についての罰則  

（9）改善命令に違反した者についての罰則  

（10）法人の両罰規定   

18 施行期日等  

ABC D  

ABCD  

（1）施行期日   

①平成18年10月1日   

②発散した場合の罰則の規定 公布の日から20日を経過した日   

③運搬に関する規定、結核に関する措置 平成19年4月1日  

（2）関係法令の改正等   

①結核予防法（昭和26年法律第96号）の廃止。（平成19年4月1日施行）   

②予防接種法（昭和23年法律第68号）の一部改正。  

イ 厚生労働大臣は、緊急の必要があると認めるときは、予防接種を  

行うことができる。（平成18年10月1日施行）  

ロ 結核を対象疾病（一類）に規定。（平成19年4月1日施行）   

③検疫法（昭和26年法律第201号）の一部改正。  

検疫感染症からコレラを削除する。（平成18年10月1日施行）   

④その他関係法令の所要の改正  

－3－   



蜘去律上の措置（結核lこ関する特例措置）  
（1）結核に関する定期の健康診断   

①事業者、学校の長等は、その従業者、学生等に対して結核に関する定  
期の健康診断を行わなければならない。  

②市町村長は、①以外の一定の者に対して結核に関する定期の健康診断  
を行わなければならない。  

（2）登録・医師の指示  

①病院管理者は、入退院した結核患者に関する事項を保健所長に届け出  
なければならない。  

②保健所長は、結核登録票を備え、管轄区域内の結核患者及び結核回復  
者に関する事項を記録しなければならない。  

③保健所長は、結核登録票に登録されている者に対して、エックス線検  
査その他精密検査を行うものとする。  

④保健所長は、結核登録票に登録されている者について、家庭訪問し、  
薬剤の確実な服用その他必要な指導を行うものとする。  

⑤医師は、結核患者を診療したときは、服薬指導等の治療に必要な事項  
及び消毒等の伝染防止に必要な事項を指示しなければならない。  

（3）結核の一般患者に対する医療  

都道府県は、結核の適正な医療を普及するため、結核の一般患者に対  
して、当該患者又はその保護者の申請により、医療費の公費負担を行う  
ことができる。   

（4）その他関係規定  
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生物テロを含めた人為的感染に対処できる総合的な感染症対策における病原微生物の管理体制（案）※‥分矧ま改正後  
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冒風琴  
結核予防法廃止に関する意見等とこれに対する考え方（メモ）  

ご意見   考え方  

Ⅰ．下記の事項について、感染症法の条文  結核予防法廃止は、結核対策の廃止、後退   

として位置づけることが必要ではない  を意味するのではなく、感染症法において   

か。   より的確な措置、対策を適切に講ずる趣旨。  
結核予防法の廃止に伴い、結核の罷患率等  

にかんがみ、従前どおり結核対策に必要な  

措置については、法律事項を法律レベルで  

規定する。   

①定期健康診断の取扱い  

（診通院医療貴公貴負担制度の取扱い  

③命令入所患者の退所後の管理対策の推進  

④DOTSによる確実な治療のより積極的  

な推進  

⑤患者登録制度の取扱い  

Ⅱ．下記の事項について、感染症法におい  市民的及び政治的権利に関する国際規約人   

て法制化することが必要ではないか。   権委員会の勧告、ハンセン病問題に関する  

検証会議最終報告書を参酌して、基本原則  

について条文化を検討する。   

①感染症法の類型の趣旨を規定すること   類型の趣旨に係る条文化を検討。   

②法目的に「感染者の人権尊重と保護」を  

加えること   

③「任意入院等の任意性の原則」、「必要最  

小限の強制措置の原則」を加えること   

④「インフォームドコンセントの原則」、「プ  

ライバシーの原則」を加えること   

⑤結核対策に関する国の責任の明確化   感染症に関する国の責務に含まれる。結核  

対策における国の責務、役割については、  

厚生労働大臣の定める指針で明記   

⑥感染症診査協議会の権限を弓削ヒすること  一定の権限について条文化を検討。   

⑦結核に関する目的条項、基本理念を加え  結核対策における国の責務については、厚   

ること   生労働大臣の定める指針で明記。一般法た  

る感染症法の目的規定等において、特定疾  

病のみに関する規定は設けない。   
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⑧長期に排菌する患者に特有の規定の創設  入院措置に関する判断要素に関する基本原  

則の条文化を検討。知事の権限発動の要件  

を定める地方自治法に基づく処理基準で長  

期排菌者に関する基準を明確化し、人権侵  

害を防止する。  

入院措置に関する判断要素に関する基本原  

則の条文化を検討。知事の権限発動の要件  

を定める地方自治法に基づく処理基準で独  

居患者に関する基準を明確化し、人権侵害  

を防止する。  

入院措置に関する判断要素に関する基本原  

則の条文化を検討。知事の権限発動の要件  

を定める地方自治法に基づく処理基準で当  

該患者に関する基準を明確化し、人権侵害  

を防止する。  

入院措置に関する判断要素に関する基本原  

則の条文化を検討。■勧告、措置の要件、手  

続は、知事の権限発動の要件を定める地方  

自治法に基づく処理基準を策定し、法的拘  

束力をもって人権侵害を防止する。  

結核予防法廃止に伴い、適用条項規定が同  

等である予防接種法の一類疾病に結核を規  

定する。  

なお、予防接種法における公権力行使の在  

り方、疾病分類の妥当性、接種勧奨時期等  

の制度上の課題については、今回の法改正  

に伴うものではないので、他の対象疾病と  

同様、今後の制度検討の中で、議論すべき  

である。  

⑨感染する確率の高い独居の結核患者に対   

する入院勧告規定の創設  

⑩入院・医療を拒否する者、多剤耐性結核   

になる可能性が高い治療可能な患者に対   

する人権に配慮した治療体制の構築  

⑪治療が不能で、隔離だけが目的の入院を   

防止するための取り組み  

⑫BCG接種の位置づけ  

○なお、内閣提出法案については、所管省庁において、関係する省庁、与党との意見調整等が行われる   

とともに、政府において、憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性、立案の意図が、   

法文の上に正確に表現されているか、条文の表現及び配列等の構成は適当であるか、用字・用語につ   

いて誤りはないかというような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討が行われた   

上で、最終的に閣議決定される。  

－7－   












